
令
和
４
年
度
国
民
年
金
保
険
料
は
月
額
１
６
、

５
９
０
円
で
す
。

保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
場
合
は
、
申
請
す

る
と
納
付
が
免
除
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
申
請
を
せ
ず
、
納

め
忘
れ
が
あ
っ
た
場
合
、

万
一
の
と
き
の
障
害
基

礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年

金
を
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

経
済
的
に
納
付
が
困

難
な
方
は
、
未
納
の
ま

ま
に
せ
ず
、
免
除
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

民
法
改
正
に
よ
り
令
和
４
年
４
月
か
ら
成
年
年
齢
が
18
歳
に
引
き

下
げ
ら
れ
た
こ
と
を
受
け
、
令
和
４
年
度
以
降
の
伯
耆
町
成
人
式
の

あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

主
に
町
内
在
住
17
歳
～
20
歳
を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

結
果
を
も
と
に
、
教
育
委
員
会
で
意
見
を
伺
い
な
が
ら
検
討
し
た
結

果
、
令
和
４
年
度
以
降
の
伯
耆
町
成
人
式
の
対
象
者
に
つ
い
て
、
今

ま
で
通
り
20
歳
と
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

対象年齢 対象者
20歳 ・平成14年４月２日～平成15年４月１日生まれ

・伯耆町に住民票のある方
・ 伯耆町に住民票がなく、伯耆町内の小学校又は
中学校を卒業された方

式典名称 開催日 ところ

伯耆町二
は た ち
十歳を祝う会 ８月15日（月） 鬼の館

◆20歳を対象とする理由
・ 18歳は受験や就職など進路決定の重要な時期であり、参加
が難しい。

・飲酒や喫煙等は、引き続き20歳の年齢制限が維持される。
・社会経験を積み、成人としての自覚が持てる時期である。
・アンケート調査の結果、20歳を希望する意見が多かった。

国
民
年
金
保
険
料
免
除
申
請
に
つ
い
て

令
和
４
年
度「
伯
耆
町
二は
た
ち
十
歳
を
祝
う
会
」

　
を
開
催
し
ま
す

＂社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
＂強
調
月
間
で
す

7
月
は

免除の種類 保険料（月額）
全額免除 納付なし
４分の３免除（４分の１納付）   4,150円
半額免除（半額納付）   8,300円
４分の１免除（４分の３納付） 12,440円
※50歳未満の方のみ納付猶予制度があります。

問い合わせ先
住民課　　　　　TEL 0859-68-3115
米子年金事務所　TEL 0859-34-6111

必要なもの
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
・ 離職票、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者
資格喪失確認通知書（本年または前年度中に失業した場合）
申請場所 申請できる期間

住民課または
分庁総合窓口課

令和４年７月分から令和５年６月分
までの期間（令和４年７月になってか
ら申請可能です。）
過去期間は、いつでも受付しており、
申請書が受理された月から２年１か
月前までの期間

その他
免除の種類は、本人・配偶者・世帯主の前年所得（１
月から６月までに申請される場合は前々年所得）に応じて
審査され決定されます。

　
＂社
会
を
明
る
く
す
る
運
動＂
は
、
全
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
、
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た
人
の
立

ち
直
り
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
安
全
で
安
心

な
地
域
社
会
を
築
く
た
め
の
全
国
的
な
運
動
で
す
。
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ

ラ
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

問い合わせ先
住民課　TEL 0859-68-3115

問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習室　TEL 0859-62-0712

第
72
回
　
＂社
会
を
明
る
く
す
る
運
動＂

～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～
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